
 昨今、警察や銀行協会等を装って、言葉巧みにキャッシュカードと暗証番号を騙し取り、その

後すぐに現金を引出す「キャッシュカード詐欺被害」が急増しております。また、キャッシュ

カードによる振込が不慣れな高齢のお客様をＡＴＭに誘導して預金を振り込ませる「還付金詐

欺」「振り込め詐欺」なども多発しております。 

 当金庫では高齢のお客様の被害防止のため、上記のとおりキャッシュカードによる引出しと振

込の利用を一部制限させていただきます。 

 お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

※対象のお客様で、ＡＴＭでの利用制限の解除を希望される方は、最寄りの支店にお申し出ください。 

 お引出しの一部利用制限 お振込みの一部利用制限 

制限 

開始日 
令和４年１０月２０日 

から開始します 
すでに実施中 

対象となる 

お客様 

３年以上、キャッシュカードによる 

ＡＴＭでのお引出しをされていない 

口座をお持ちの７０歳以上のお客様 

３年以上、キャッシュカードによる 

ＡＴＭでのお振込みをされていない 

口座をお持ちの６５歳以上のお客様 

制限の内容 

ＡＴＭでのお引出しは 

１日２０万円を限度 
とさせていただきます 

お振込みはできません 
ＡＴＭでのお振込みは制限させていただ

きます 


